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香取　順子さん（早稲田）
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これからの女性が、芯の強い、その中にも優しさ華やかさを忘れず、しなやかな
生きかたをめざす願いをこめてつけられました。　         〔一般公募〕

華（名称）の由来

特 

集
お父さんも子育てに
　　　　参加しよう！

「三郷市男女共同参画社会づくり条例」
        平成19年1月1日から施行

ひと ひと



平成１８年８月１日、国立女性教育会
館の「家庭教育に関する国際比較調査」
による結果が発表されました。
調査対象は、6カ国で、日本の父親が
平日に子どもと過ごす時間は3.1時間と
短いことが分かります。
さらに、母親が子どもと過ごす時間は、
日本が7.6時間とトップで、父親と母親
の接触時間の差も6カ国中最大となり、
母親の負担の多いことがはっきりと分か
ります。（国立女性教育会館資料より）

　0歳から18歳までの子どものしつけや養育問題、
家族間の問題について相談をお受けしています。

相 談 日:月曜日～金曜日　午前9時～午後4時

相談場所:家庭児童相談室（健康福祉会館3階）

　          電話953-1111（内線）9341

　          電話952-4533（直通）

相談方法:まず、電話でご相談ください。

家庭児童相談室

   お子様に関する悩みや問題を、専任教育相談
員が一緒に考え解決の方向を見出します。必要
に応じて、家庭訪問も行います。

相 談 日:月曜日～金曜日　午前9時30分～午後4時

相談場所:教育相談室（八木郷小学校北校舎2階）                                 
             電話955-9800

                  第2教育相談室（瑞沼市民センター2階）
             電話950-2202

相談方法:まず、電話でご相談ください。
             

三郷市教育相談室

子育ては、毎日が新しい発見でいっぱいです。お父さんがお子さんと触れあ
うことで感動、喜び、忍耐などかけがえのないものを得ることができます。
また、お父さんが積極的に子育てに参加することで、お母さんの負担が軽減
されます。
しかし、お父さんが、育児休暇を取って子育てに参加している人は、少ない
のが現実です。
お父さん、まずは身近なことから始めましょう。

身近な子育てとは、子どもと一緒にお風呂に入る、オムツを替

える、公園などで子どもと遊ぶことなど決してむずかしいことで

はないと思います。

お子さんが学校に入って、日頃のＰＴＡ活動に参加がむずかし

いお父さんは、運動会の会場準備や警備、バザーで餅つきをする

など、休日の行事にスタッフとして参加することもひとつの方法

です。

普段、お子さんとの触れ合う時間が少ないと感じているお父さ

ん、身近な子育てから参加しましょう。
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図表１[2005年]　子どもと一緒に過ごす時間（平均・単位：時間）

身近なことって？

子育ての悩みはありませんか？
　育児に不安をお持ちの方は、子ども相談窓口をご利用ください。



柳瀬さんはデザイナーで、小学生から高校生までの４人のお子さんのお父
さんです。小学校ＰＴＡ会長を経て現在は青少年育成会会長など、地域活
動に積極的に参加されています。

Ｑ　子育てのポリシーは？

Ａ� 子どもに自信を持たせるために、子どものよ
い所を見つけてあげています。仕事がどんなに
忙しくても、子どもの学校行事へは参加してい
ます。

Ｑ　休日の子どもとの関わりは？

Ａ　ソフトテニスやサイクリングなどを子どもと
一緒に楽しんでいます。

Ｑ　柳瀬さんの時間配分は？

Ａ　平日は、朝7時前に家を出て帰宅は夜遅いた
め、家族と過ごすのは休日のみになります。

柳瀬さんは、自由で柔軟性があり、自然体

という印象の方でした。瑞沼市民センターの

ボランティアの立ち上げ等、さまざまな地域

活動にも積極的に参加し、地域に子育て活動

をうまく取り入れており、今後とも更なる活

動が期待されます。

輝く、ひと輝く、ひと輝く、ひと輝く、ひと輝く、ひと
柳瀬　勝彦さん（さつき平在住）

育児休業や短時間正社員制度など、働き方を見直し、仕事と家庭の
バランスをとって、働きながら子育てを勧める企業が増えてきてい
ます。そこで、育児休業取得中の給付金や出産育児一時金などの制
度を紹介します。

育児休業基本給付金

育児休業で休業した期間中、育児休業開
始前賃金の30％が支給されます。ただし、
支給単位期間(育児休業開始から1カ月ごと
の期間)中の賃金が支払われた場合、賃金と
給付金の合計が育児休業開始前賃金月額の
80％を超えて支給されることはありません。

育児休業者職場復帰給付金

育児休業開始前賃金月額の10％が、育児
休業基本給付金の給付を受けた月数分支給
されます。育児休業後、引き続き6か月以上
勤務した場合に支給されます。

出産育児一時金

健康保険等の被保険者、または被保険者
の扶養者である配偶者が出産すると支給さ
れます。１児につき一律35万円です。
また、妊娠４か月(85日)を経過していれば、
流産、死産の場合も同額支給されます。
　健康保険組合の場合は、附加金を上乗せ
してもらえる場合もあります。　

出産手当金

産前6週間産後8週間は、労働基準法で休
業が保障されています。休業中の生活安定
のため、休業1日につき、標準報酬日額の
60％が産前産後休業期間内で、勤務を休ん
だ日数分支給されます。
　対象は、産前産後の休業中、無給となっ
た健康保険等の被保険者です(国民健康保険
は除く)。

問合わせ　勤務先又は勤務地を管轄するハローワーク

問合わせ　勤務先又は社会保険事務所

ご存知ですか？この制度ご存知ですか？この制度



男の料理教室から生まれた
                        自主グループを紹介します

�昨年、男の料理教室の参加者で、自主グループを発足し
ました。
�名称は、ＭＣＣ（Mens Cooking Circle）　
�現在の会員数は、全員男性で９名です。�
�ＭＣＣの主とすることは、毎月1回北公民館で料理教室
を開催すること、その他お茶を飲んだり、ビール工場を見
学したり、たまには飲み会をしたり楽しく交流を図っていま
す。�
�男女共同参画推進室では、鷹野文化センターにおいて、
今年も１１月２日、９日、３０日の３回シリーズで、男の
料理教室を開催予定です。希望する方は、ご連絡ください。

 問い合せは、男女共同参画推進室まで

相 談 日：第１、第２、第３水曜日

場 　 所：市役所５階５０２相談室

相 談 員：専門の女性心理カウンセラー

相談時間：午前10時～午後4時（12時～1時は除く）

相談方法：面談または電話�

             （原則として予約制）1人50分　無料

問い合わせ・女性相談予約受付：�

                   男女共同参画推進室　
                   電話953－1111　内線5562

１人で悩まずに相談してください ～ 女性相談～

  自分の生き方やからだのこと、人間関係、家族のこと、ドメスティック・バイオレンス(※)等、女性の
抱える悩みを専門のカウンセラーが相談に応じます。

(※)ドメスティック・バイオレンス（DV）とは、夫・パートナーからふるわれている暴力で、なぐる・ける等の

身体的暴力・何を言っても無視する等の精神的暴力・避妊に協力しない等の性的暴力・子どもへの加害行為をほ

のめかす等の子どもを利用した暴力・生活費を負担しない等の経済的暴力をいいます。

女性相談

11月12日～11月25日は、
女性に対する暴力をなくす
運動週間です

男女共同参画推進市民スタッフは新
メンバーとなりました。自分たちのア
イデアを持ち寄り、有意義な楽しい編
集会議でした。この情報紙が「子育て」
を考える機会になればと思います。

　　　メンバー　伊地知 幸子
　　　　　　　　池内 敏
      　　　         宮本 篤
　　　　　　　　加賀谷 恵子　　
         　　　      永瀬 順子　
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